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学校安全 ＞＞ 組織活動

３ 児童生徒等の心のケアの実際

事件・事故災害発生時及びその後は、心の不安からくる様々な行動の変化が現

れることに配慮し、児童生徒等の理解の上に立った学級経営の一つとして心のケ

アに対応する必要がある。教職員は、児童生徒等が気軽に相談できる身近な存在

として、平素から信頼関係を深めておくことが大切である。

また、保護者に対しても児童生徒等の心の変化に気付いて対応することの重要

性を伝える必要がある。

心のケアの対応の内容や方法は、発達段階や事件・事故災害の特性、心のケア

が必要な症状の軽重等により異なる。以下、学校種別等に見た対応の例をあげる。

(1) 幼児

ア やさしい言葉掛けを増やして安心させる。

イ 抱きしめる等、身体的な接触を十分に行い、安心感を与える。

ウ 温かい飲み物を与え、安心して眠れるように配慮する。

エ 一緒に寝るなどして、不安感を少しでも取り除く。

(2) 小学生

ア 児童の言うことによく耳を傾ける。

イ 甘えたり反抗的になったりしても慌てず、長い目で落ち着きを取り戻し

立ち直っていくのを見守る。

また、必ず元の元気な状態に戻ることを話して、安心させる。

ウ 遊びや身体活動の機会を与える。

エ できるだけ言葉を掛けるようにし、手伝い等を通じて触れ合う機会を多

く持つ。

また、ほめるような言葉で自信を持たせる。

オ 事件・事故災害の出来事を放映しているテレビを見せる等、児童が嫌が

ることは無理にさせない。

(3) 中学生

ア 元の状態に必ず回復することを話し、安心感を与える。

イ 勉強ができなくなったり、手伝いができなくても、しばらくの間は静観

し、暖かく見守る。

ウ 友人と遊んだり、話したりしやすい機会をつくる。

エ 意欲の低下や反抗的な行動傾向に対して、学校と家庭が連携し長期的展

望に立って生活上のアドバイスをする。
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